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塗替え予定のお客様必見！

当社はここがちがう！　　　　　　お見積り無料

只今、春のよみがえりキャンペーン中

自慢の手塗り仕上げで特別価格にて施工！

高所作業車導入で、高い所、こう配のある屋
根等で大活躍します。14ｍものびます
足場も自分たちで組むため安くすみます。

五所川原塗装工業会
有限
会社秋元塗装
五所川原市大字野里字野岸29の5

TEL・FAX 0 1 7 3 －2 9 －3 6 4 4090-2023-2226（担当木村まで）ご連絡先

屋根 外壁 木部 鉄部只今、助成金申請受付中

是非、当社をお見積りの仲間に!!

お電話一本喜んで

屋 根

外 壁

借金問題解決します
依頼すると支払いはすぐに止まります

白川携帯　090－6793－9487
　E-mail　nebuta@live.jp

〒231-0031
神奈川県横浜市中区

万代町3－5－10
シャロン横浜大通公園202号
森田文行法律事務所

電話 045－663－5511
FAX 045－681－4366
弁護士　森 田 文 行
（横浜弁護士会所属）

借金の整理は実績・経験豊富な当事務所
へ（農地や家屋の担保借入も解決します）
※ 当事務所では旧金木町出身の 白川 が

相談窓口となっていますので、津軽弁
でお気軽にお電話下さい（土・日・祝
日可)。

事務所案内

相談料無料。長い取引や完済
している場合は、払い過ぎを
取り返します。

▷五所川原市Ｕ・Ｉ・Ｊターン雇用促進奨励事業
　 　市外から転入したＵターン者等を６カ月以上常用

雇用した事業主に、雇用促進奨励金を支給します。
支�給対象者…市内に事業所を有する中小企業者（※１）

で、次の要件によりＵターン者等（※２）を６カ月以
上正規雇用する事業主が対象となります。

①期間の定めがない雇用であること
②１週間の所定労働時間が30時間以上であること
③雇用保険の一般被保険者として雇用すること
④健康保険に加入していること
⑤平成27年９月30日までに雇用開始されること
　※１、※２については、市ＨＰでご確認ください。
奨�励金額…正規常用雇用者１人につき30万円を支給
（１年度につき90万円が限度）
申�請方法…９月30日㈭までに申請書に必要事項を記

入し、添付書類とともに提出してください。
▷五所川原市空き店舗対策家賃補助事業
　 　中心商店街の空き店舗に新規出店する方へ、家賃

の一部を補助します。
支�給対象者…市が指定した地区内（五所川原市大町、

寺町、本町、布屋町、旭町、東町）にある空き店舗
を賃借し、出店する個人、法人
補�助額…対象店舗の１月分の賃借料の２分の１相当額

または３万円のいずれか低い額（連続する24月分を
限度とします）
申�請方法…申請書に必要事項を記入し、添付書類とと

もに提出してください（補助金の採択は、予算の範
囲で行います。詳しくは市ＨＰをご覧ください）。

▷ 平成27年度第１回創業・起業支援制度合同説明・
相談会

　 　創業・起業に興味・関心がある方、検討している
方などを対象に、関係機関が集まり、創業・起業支
援制度に係る合同説明会および相談会を開催します。
日時…６月９日㈫ 14：30～19：00
場所…市民学習情報センター
申込締切…６月２日㈫
参加費… 無料
＊ 申込方法等詳細は、青森県商工労働部地域産業課Ｈ

Ｐ（https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/
chiikisangyo/）をご確認ください。

▷ 小規模事業者経営改善資金（マル経融資）利子補給事
業

　 　マル経融資とは日本政策金融公庫の融資制度で、
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小
規模事業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無
保証人で利用できる制度です。

　 　市内小規模事業者の経営の安定と発展を図るため、
マル経融資を利用する方に対して市が利子補給を行
います。金木商工会、市浦商工会からの推薦を受け
た方が対象となります（五所川原商工会議所マル経
融資利子補給制度は、継続実施します）。
利�子補給金の額…マル経融資に係る支払われた利子
（約定利息の１回目から12回目までに限る）の２分
の１（１円未満端数切り捨て）
申込先…金木商工会　☎��  52－2611
　　　　市浦商工会　☎��  62－2232
▷青森県事業活動応援資金【事業活動枠】
　 　青森県では、事業活動に必要な資金（運転資金、設

備資金）の調達を図る中小企業者を対象に、青森県事
業活動応援資金特別保証融資制度を実施しています。

　 　市は、この制度を利用し一定の要件を満たしてい
る方に対し、信用保証料の補助を行います。なお、
五所川原市小口資金特別保証制度、五所川原市事業
活性化資金特別保証制度は、平成27年３月末日を
もって廃止となりました。
補助対象者（次のいずれにも該当する方）
① 市内に住所および事業所を有し、事業を営むもので、

納税状況の良好な方
② 青森県事業活動応援資金「事業活動枠」により、融

資額2000万円以内かつ融資期間10年以内（うち据
置期間１年以内）で融資を受けた方
補�助内容…信用保証料の全額を補助（補助金は青森県

信用保証協会に補給します）
実�施期間…平成28年３月31日まで（予算の都合によ

り、保証料補助の終了が早まる場合があります。な
お、この場合でも所定の保証料を負担し、青森県事
業活動応援資金を利用することは可能です）
問�…信用保証料補給については商工労政課、青森県事

業活動応援資金については青森県商工政策課商工金
融グループ（℡017－734－9368）まで

商工労政課からお知らせ 内線2552
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